
(単位：円)

　［現　行］　［改定後］

　○　国の制度等の見直しに伴うもの

　　（１）一般旅券発給手数料（県分）

書面申請 １件あたり 2,000 2,300 改定

オンライン申請 １件あたり 2,000 1,900 改定

※この他、旅券の区分に応じて国分手数料の納付が必要（4,000～14,000）

　　（２）第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料

申請手数料 １件あたり 6,700 22,000 改定

　　（３）宅地造成・特定盛土等工事許可申請手数料

　　　　　　 　(例　　示） 盛土又は切土（造成面積500㎡まで） １件あたり 12,000 14,000 改定

　　（４）自動車運転免許関連手数料

　　　　　　 　(例　　示） 運転免許証のみ保有（更新） １件あたり 2,500 2,850 改定

免許情報記録個人番号カードのみ保有（更新）

１件あたり ― 2,100 新設

運転免許証と免許情報記録個人番号カードの双方を保有（更新）

１件あたり ― 2,950 新設
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